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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
寄
稿
届
、
出
版
届
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

外
務
省
職
員
が
外
交
問
題
、
国
際
事
情
等
に
つ
い
て
寄
稿
、
出
版
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
は
我
が
国

の
外
交
政
策
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
無
用
の
誤
解
等
を
招
き
、
結
果
と
し
て
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十

四
号
）
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
寄
稿
（
出
版
）
届
の
提
出
を
求
め

て
い
る
。

三
に
つ
い
て

寄
稿
（
出
版
）
届
に
は
、
本
題
、
掲
載
誌
（
紙
）
、
寄
稿
（
出
版
）
依
頼
者
、
掲
載
誌
（
紙
）
発
行
予
定
日
等
を
記
入
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

提
出
さ
れ
た
寄
稿
（
出
版
）
届
に
つ
い
て
は
、
関
係
部
局
間
で
協
議
し
た
上
で
、
文
書
又
は
口
頭
に
よ
り
意
見
を
伝
え
て

い
る
。

五
に
つ
い
て

一



具
体
的
事
情
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
外
務
省
と
し
て
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
憲
法
第
二
十
一
条
第
一
項
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
は
、
民
主
主
義
国
家
の
政
治
的
基
盤
を
成
し
、
国
民
の
基
本

的
人
権
の
う
ち
で
も
取
り
分
け
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
公
務
員
の
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
中
立
的
な
運

営
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、
政
治
的
行
為
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
、
一
定
の
制
約
が
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

六
に
つ
い
て

提
出
さ
れ
た
寄
稿
（
出
版
）
届
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
指
定
さ
れ
た
日
ま
で
に
当
該
届
を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
何
ら
か

の
連
絡
を
行
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
日
よ
り
後
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
外
務
省
と
し
て

意
見
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
伝
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
を
退
職
し
た
者
に
対
し
て
は
、
寄
稿
（
出
版
）
届
の
提
出
は
求
め
て
い
な
い
。

八
に
つ
い
て

寄
稿
（
出
版
）
届
の
保
存
期
間
は
、
外
務
省
の
文
書
管
理
規
則
に
よ
り
一
年
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
つ
い
て
、

二



行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
同
法
の
規
定
に
従
っ
て
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
関
連
資
料
に
よ
り
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
提
出
さ
れ
た
寄
稿
（
出
版
）
届
の
件
数
は
、
平

成
十
五
年
度
が
二
百
十
八
件
、
平
成
十
六
年
度
が
二
百
八
件
及
び
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日

ま
で
が
二
百
十
九
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
届
け
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
寄
稿
又
は
出
版
の
差
止
め
を
要
請
し
た
事
例
は
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
届
け
に
つ
い
て
内
容
の
一
部
削
除
又
は
変
更
を
要
請
し
た
事
例
は
あ
る
が
、
関
係
部
局
間
の
協
議
に
つ
い

て
の
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
等
の
事
情
に
よ
り
、
件
数
に
つ
い
て
確
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


